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第４回香芝市望ましい学校環境検討委員会 議事録 

 
日時  令和７年３月２７日（木） 

午前１０時００分より 

場所  香芝市役所５階 委員会室 
 

 

〔出席委員〕全員出席 

会長  赤松 喜久 

副会長 奥田 俊詞 

委員  岡本 康宏 

委員  西山 麻加 

委員  甲斐 崇幸 

委員  船木 克容 

委員  中西 茂雄 

委員  𠮷村 貞廣 

委員  髙垣 元一 

委員  山口 奈々子 

委員  松本 百穂 

委員  増田 一成 

委員  浅井 信成 

 
〔事務局〕 

教育部長   福森 るり 

教育部次長（教育総務課長事務取扱） 玉村 晃章  

学校教育課長 陀安 龍也 

教育総務課  三富 健幸（事務局・司会） 

 

本文中、（※）内は事務局による追記事項です。 

 

   開 会 

 

 

事務局・司会   まもなく、会議を開催いたします。委員並びに、事務局、傍聴にお越しの

皆様方にお願い申し上げます。携帯電話、スマートフォン等の電源は、お切

りになるか、または音の出ない設定にしてください。撮影、録音等はお控え

くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。なお、事務局職員は

記録用の撮影、録音を行いますので、あらかじめご了承ください。 

 

事務局・司会   ただいまから、第４回香芝市望ましい学校環境検討委員会を開催いたしま

す。本日は委員の皆様方には公私何かとご多用の中、ご出席賜りまして、お

礼申し上げます。本日、委員の皆様には過半数のご出席をいただいておりま

すので、香芝市教育委員会附属機関設置規則第３条の規定に基づきまして、

本委員会は成立しておりますことを事務局よりご報告申し上げます。 

         それでは議事進行の前に、お手元の資料のご確認をお願いいたします。本

日の資料は、事前配布の資料としまして、第４回検討委員会の次第。資料１ 

香芝市の望ましい教育環境について（修正案）。資料２ 香芝市の適正規模・

適正配置の基準についての整理。資料３ 市民の意向の反映方法について
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（案）。参考資料としまして、第３回検討委員会の議事要旨、そして当日配

布の資料としまして、お手元に資料２－１という、資料２の補足資料をご用

意しております。皆様、揃っておりますでしょうか。 

         ありがとうございます。 

         

事務局・司会   それでは、委員の皆様には、ご発言の際はお手数ですが、マイクのトーク

ボタンをオンにしていただき、ご発言が終わりましたら切るようにお願いい

たします。 

議事の進行につきましては、赤松会長、よろしくお願いいたします。 

 

赤松会長     おはようございます。 

         着座にて失礼いたします。寒暖差がとても大きい中で体調の維持管理がか

なり悩ましい日々が続いておりますが、委員の皆様方におかれましては、定

刻前にお集まりいただき、ありがとうございます。時間にも限りがございま

すので、早速、次第に基づきまして、議事を進めさせてもらいたいと存じま

す。議事進行がスムーズに進みますよう、委員の皆様方におかれましては、

何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

赤松会長     本題に入ります前に、議事録の作成のために署名委員２名をお願いすると

いうことが、第１回目の本委員会での決まりとなっておりますので、指名さ

せていただきたいと存じます。名簿の順番に髙垣委員、山口委員の２名に、

本日の議事録に間違いがないかのご署名をお願いいたします。 

 

赤松会長     それでは、ご案内の議事に入ります前に、香芝市学校施設の再編等に関す

る基本方針と、このことに関わります取扱いについて、事務局の方からご連

絡があったかと存じます。本委員会で議論していただきます事柄と、直接的、

間接的に関わりを持ってこようかと存じますので、その件につきまして、事

務局の方からまずご説明をお願いしたいと存じます。 

 

教育部次長    はい。基本方針の廃止についてご説明を申し上げます。そもそも、香芝市

望ましい学校環境検討委員会は、香芝市附属機関設置条例によって設置され

てございます。条例の中には、担任する事項が定められておりまして、香芝

市望ましい学校環境検討委員会では、学校再編方針の具体化の検討及び長寿

命化計画についての調査審議に関する事項、となってございます。香芝市望

ましい学校環境検討委員会設置時に、教育委員会から諮問した文書の中には、

香芝市学校施設の再編等に関する基本方針をもとに、香芝市の学校環境の望

ましい在り方について具体化していく必要があると記載がございます。第１

回の検討委員会におきまして赤松会長に整理していただいたとおり、基本方

針は、あくまで確定したものではなく、検討委員会として、それに替わる基

準づくりを進めるという形で、委員の皆様にも共通理解をいただいているも

のと考えてございます。前回、第３回の会議におきましては、望ましい教育

環境について、委員の皆様に概ね新たな方向性をお示しいただいてございま

す。また、昨年６月には、新市長が就任いたしまして、市長がまちづくりに

ついて方針を打ち出されました。その方針との整合性を図るためにも、委員

の皆様には基本方針に縛られることなく熟議を進めていただけるよう、廃止

をしたものでございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

赤松会長     ありがとうございます。 

 

髙垣委員     この会議を持つ意味は、望ましいと書いていますけれども、学校の統廃合

をするための会議であるということで、私はそのような気持ちで出席をさせ
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てもらっていましたけれども、今の発表によって統廃合については、没にな

ったということでしょうか。 

と言いますのも、学校の統廃合の件が話題に上がった時、今はそのような

話はなくなりましたというような話を聞くことがあります。この会議を通し

て、本当にそうであるのかどうか、教育委員会の方から、はっきりと示して

いただきたいなと思っています。 

 

赤松会長      ありがとうございます。 

          今、ご指摘の中身について、いきなり私の方から考え方を述べるのではな

く、事務局の方から、ご指摘の点について基本的な考え方をよろしくお願い

します。 

 

教育部次長    はい。望ましい学校環境検討委員会におきましては、学校再編の基準を打

ち出して欲しいと考えてございまして、統廃合ありきで進めるのではなく、

これからの子どもたちのために、よりよい環境を整えるための基準づくりを

していただきたいと考えてございます。 

 

赤松会長     ありがとうございます。補足の説明でしょうか。お願いします。 

 

教育部長     今、次長が申しましたとおりなんですけれども、おそらく今、髙垣委員が

おっしゃったように、前回の基本方針の中には、例えばということで、１０

年に区切って、統廃合の案が示されていました。その案を大きく取り上げら

れて、問題になったということは、皆さんご承知のとおりであります。ただ、

先ほどの説明のように、新しい市長になりまして、まちづくりを大きく変え

ていくという方針が示されました。今までは人口が減少した場合、このよう

な案もありますよといったような、前の基本方針に示されていましたが、市

長のまちづくりの方針と矛盾することや、今まさに適正規模・適正配置の規

準づくりをここで議論していただいているので、今までの基本方針は一旦、

廃止させていただこうということで、髙垣委員がお聞きのことは、そのとお

りであるということをご認識いただけたらと思います。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         はい。お願いします。 

 

西山委員      西山です。 

         基本方針が出された時は、まず議会に諮り、その後おそらく他の小学校等

の説明会で宿題をいただいた後に、教育委員会が考えたと言っていたと思う

んです。説明会でそのように説明を受けたんです。それで、学校再編案が出

てきたと言っていたので、委員としてはどうしていったらいいかというのが

わからなくて、その案が撤廃と言われたら、なかなか難しい話ではないかと

思っています。現時点では。 

 

赤松会長     𠮷村委員、少しだけ待っていただけますか。 

         事務局、お願いします。 

 

教育部長     まず基本方針策定のプロセスというところで、この基本方針というのは、

一旦、教育委員会会議で承認されているんです。その後、議会の方に諮らせ

ていただいているわけでして、説明会を実施させていただいた時も、議会で

承認を得たことについての説明を加えながら、この基本方針の説明をさせて

いただいているんではないかなと考えています。今回、その当時と状況が変

わり、まず三橋市長のまちづくりとは矛盾するであろうということで、廃止
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することは教育委員会会議で諮らせていただいて、一旦廃止となっておりま

す。もう一度確認させていただきたいのですけれども、基本方針の中にどこ

の学校をどうするということが載っていたので、非常に大きな波紋を呼んだ

ということは、もうご承知のとおりです。 

         そもそも、望ましい学校環境の基準づくりというのは、適正配置・適正規

模、具体的に言いますと、統廃合に向けて進んでいかないといけないですよ

ねという基準を作っていただくというのが、この委員会の役割であるという

ふうに考えています。香芝市の子どもたちにとって、ここの学校は大きすぎ

る、ここの学校は小さすぎる。ここの学校は綺麗だけど、ここの学校は古い。

ここは新しい設備があるけど、こっちにはない。そのようなむらがないよう

に長寿命化計画を作っていかないといけないという、計画づくりのもとにな

るものを、今ここで話し合っていただいていると認識していただけたらと思

っております。その基準にはいろいろな要素があるということで前回、少し

サンプルで、例えば、学級数だとか、子どもの数だとか、先生の数だとか、

設備のことだとかというような、いろいろな要素がありますということで、

投げかけはさせてもらっているわけですけれども、いよいよこれから、香芝

市の望ましい学校環境の方針が今日、おそらく決まると思いますので、その

方針に基づいての基準を具体的に話し合っていきましょうというのが、今の

局面にあると考えています。以上です。 

 

赤松会長     𠮷村委員、お願いします。 

 

𠮷村委員     当初も出口論から入ったことについては、事実なんだと思うんです。教育

委員会で作られた１０年計画という資料が余りにも唐突に書かれていた。そ

うなると検討委員会はいらないのではないか。少し待ってくれと。もう一度

原点に戻って、望ましい学校環境とは、というところを検討委員会で、ゼロ

ベースから考えていただいて１０年先のあり方を考えていかないといけない

部分だと、当初から私はそのようなお話だと思うんです。  

         先ほどから市長の方針という問題が、大きくこの問題に対して左右してい

るということで、市長の方針としては、人口減少を食い止めたいということ

ですよね。あくまでも想定された部分ですけれども、この委員会の中では、

現実問題としては、具体的にどうなんだということを、想定論なんかでは議

論できないわけですよね。誰が考えても、明らかに１０年後には、子どもの

数は減るというのは当然のことだと思います。そこに市長の考え方、思いだ

けを出してもらうのは、少し我々も検討のしようがないという部分であるの

で、その数字を並べて我々が議論するのもいけないというふうに思います。 

         もう１点は、先般メールでいただいた案内ですけれども、教育委員会で、

基本方針はもう廃止しましたということだったのですが、これについては僕

自身も、余りにも唐突な文書がポンと来たなと思いました。やはり教育委員

会の進め方がまずかったというのは事実ですから、その辺りは真摯に受け止

めていただき、今後は検討委員会の内容を重視しますという形で、こちらの

方に振られたということでよろしいですね。 

 

教育部長     はい。まず、前段の市長のまちづくりの方向性については、矛盾しないよ

うにと思っております。方向性については、委員の方も特に異論のないとこ

ろかなというふうに思ってございます。ただ、先ほど𠮷村委員がおっしゃっ

たように、こうなったらいいな、こういうことを目指そうという理想論と、

実際足元を見ると、子どもたちは減少状況であるとか、施設の老朽化状況と

いうことについては、決して一致するものではないと。 

         まず、私ども、この委員会の中でご議論いただきたいこととしては、具体

的に子どもたちの数がこうなっていった時、施設がこのような状況になって
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いった時、香芝市全体の分布がこういう形になっていった時には、このよう

な形で適正配置・適正規模ということを目指していく、その基準を具体的に

話し合っていこうというところで、合意いただいているものと考えておりま

す。その基準づくりの議論をここで深く、熟議していただくというところで、

市長のまちづくりと矛盾しないということは、私ども目指すところは一緒な

んです。学校を統合したいわけでも、廃止したいわけでもない。子どもたち

が、本当に良い環境で教育ができるような場を提供することが教育委員会の

使命と思っておりますので、それができるようにとは思っております。けれ

どもむらが出ないように、できるだけベターな状況、そして持続可能な状況

というところの基準を基に作っていくことについては、もう一度確認してい

るところでございますので、ぜひ委員の方々も、そういうおつもりで、ご議

論いただければというふうに思ってございます。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         はい、お願いします。 

 

甲斐委員     すみません。甲斐です。 

         内容的には、何となくわかったんですけれども、そもそも検討委員会で諮

問されている内容がありますよね。もともとこの基本方針を具体化するとい

うことと、長寿命化計画を調査審議するということ。この諮問内容は、今回

のことによって何か変わるということでしょうか。諮問の書面がそのままに

なっているという状態で、というのは少しいかがなものかなと思うのですけ

れども。 

 

教育部次長    はい。すみません。 

         今おっしゃっていただいているのは「基本方針を基に」というところにつ

いて、具体的におっしゃっていただいているという考え方でよろしいでしょ

うか。 

 

甲斐委員     諮問についての書面が、基本方針を具体化するためというふうに明記され

ていたので、その文言を訂正しにいかなければならないのかなと思いますけ

れども、そこはいかがでしょうか。第１回の資料です。 

 

赤松会長     今、甲斐委員ご指摘のことについて、私の認識としましては、本委員会に

諮問された事項としては、適正配置・適正規模について答申をするというこ

とが重大な使命であったかなというふうに認識していますが、少し正確なと

ころでお願いいたします。 

 

教育部次長    はい。諮問の趣旨でございますけれども、一度読み上げさせてもらっても

よろしいでしょうか。「香芝市教育委員会では、令和２年３月に『香芝市学

校施設等長寿命化計画（個別施設計画）』を策定いたしましたが、本計画を

見直すため、令和５年３月には『香芝市学校施設の再編等に関する基本方針』

を作成しました。これからの子どもたちにとって安全で安心できる教育環境

を整え、将来にわたってよりよい施設管理を行っていくためのものです。

『香芝市学校施設の再編等に関する基本方針』を基に、今後の人口推移や地

域の実情等を反映し、将来にわたって全校が適正規模となるよう学校再編の

基準作成及び各施設の整備時期、要否等、香芝市の学校環境の望ましい在り

方について具体化していく必要があると考えます。つきましては、検討委員

会において幅広い御見識と多角的な視点から調査・審議いただきたく、諮問

いたします。」となってございます。具体化していただきたいのは、香芝市

の学校環境の望ましい在り方でございまして、決して基本方針を具体化して
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いただきたいということではございませんので、よろしくお願いします。 

 

甲斐委員     ご説明ありがとうございます。 

         今の説明で内容はわかりましたが、標題が「学校再編方針の具体化」と書

いてあるんで、書面の内容がこのままというのは。今日の冒頭の説明で、も

うゼロベースで考えてくださいということだったんですけれども、先ほども

言ったように、基本方針を基に、という言葉があるんで、そこが矛盾してい

るということを私は申し上げているわけでございます。もちろん、ここの議

論はそれを理解した上で進めますけれども、形式上、この諮問の書面を少し

訂正していただくのが、適切ではないのかなと思いましたので、ご意見を申

し上げます。以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         第１回の折に、我々に諮問された中身は、確かに文字面だけを見ていきま

すと、今、甲斐委員のご指摘の解釈も当然可能かなと思います。 

         ただ、第１回のこの委員会で、私の方から発言をさせていただいたかなと

存じますが、先ほど事務局の方からもお話いただきましたところで、香芝市

学校施設の再編等に関する基本方針の具体的な中身に関わって、大きな混乱

があったというか、その情報開示の方法や説明が不足している、或いはその

進め方が乱暴であるというような様々なご意見が噴出してきたと。ですから、

学校の統廃合それ自体について本委員会で議論をするということではなくて、

諮問を受けたのは、我々はこの後段部分を、先ほど事務局からご説明いただ

きましたとおり、将来にわたって全校が適正規模となるような学校再編の基

準作成。これを答申してくださいという諮問書であったというふうに、私自

身は理解をしています。 

         そうであるなら、第１回の会議時に席上でもお話をさせていただきました

が、文面に「基本方針を基に」ということがありますけれども、この基本方

針のすべてがその中身を全否定されるということではなく、まずは案として、

どの学校とどの学校を統合していくかというようなことが、既に書き込まれ

てしまっています。これを前提にするということではなく、学校の適正規模

についての考え方もありますけれども、果たしてそれがそのままでいいのか

どうかということについて、本委員会としてはまず焦点を当てて、ご検討を

お願いしたい。その背景については、先ほど事務局の方からもご説明いただ

きましたとおり、市長も新しく代わられて、市政方針の中にも示されていま

す。それとの整合性というようなことで、教育委員会と市の方で詰められた

結果、冒頭にご説明いただいた内容になったのではないかなというふうに理

解をしています。 

         ただ、先ほど西山委員がおっしゃっておられた、議会で議決をされたもの

を、教育委員会の判断で廃止しますというようなことができるのかどうか。

その辺りの流れについて少しご説明をお願いいたします。 

 

教育部次長    （※策定時に）議会の議決をいただきましたので、廃止についても議会の

議決が必要ではないかというようなことを我々も法制担当と協議いたしまし

た。（※経緯として、策定時には、）「香芝市議会の議決すべき事件を定め

る条例」第２条第２号の規定に、「市行政の各分野における政策及び施策の

基本的な方向又は執行について定める計画のうち、その期間が５年以上のも

のの策定、変更又は廃止に関すること。」とされておりまして、これに該当

するということで、議会に議決を求めました。しかし今回、香芝市学校施設

の再編等に関する基本方針は、市行政の各分野における政策及び施策の基本

的な方向又は執行について定める計画に、該当しないということを法制担当、

或いは弁護士資格を有する職員から指摘いただきまして、市議会の議決は必
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要がないという判断をしているところでございます。 

 

赤松会長     廃止するということについては、議会としても、ご理解を得た形になって

いるというふうに押さえてよろしいでしょうか。 

 

教育部次長    はい。福祉・教育委員会におきまして、同様の質問がございました。同じ

内容の答弁をさせていただきまして、特に今申し上げたことに関しまして、

いろいろな議員の方から指摘を受けたというようなことはございません。 

 

西山委員     西山です。 

         すみません。そうしましたら、廃止ということをホームページに早急に上

げていただき、今までの計画というものを、消していただきたいなと思って

いるんです。以前に、議会の決議をいただいているので消せないということ

を聞いたんですが、それは可能なんでしょうか。 

 

赤松会長     すみません。お願いします。 

 

教育部次長    廃止しましたということは、ホームページに上げさせていただいています。 

 

西山委員     基本方針は、まだ載っていると思うのですが。 

 

教育部次長    今までにあったものは、これですということで載せていますが、それも廃

止しております。 

 

西山委員     それでしたら、なくなっているということで載せる必要はないかなとは思

うんですけれども。 

 

教育部次長    そこは、すみません。今、この場ではっきりと言うことができませんので、

検討させてください。 

 

西山委員     ご検討をお願いします。 

 

赤松会長     すみません。 

         議会で議決をされた中身を廃止するときに、はい、わかりましたというよ

うなことで、素通りをするような形をとってしまいますと、議会軽視という

ようなお叱りを受けそうだなと。その辺りについては、手続き上、法制上の

問題はないというご説明であったかなと思います。 

         繰り返しになりますが、教育委員会と市の協議の中で、適切なご対応をお

願いいたします。 

         はい、𠮷村委員、お願いします。 

 

𠮷村委員     はい。すみません。 

         少し、第１回目の振り出しに戻ったかなというふうに思わざるを得ない感

じなんですけれども。第１回目でも申し上げたように、統廃合が目的ではな

いんだというところからスタートしました。結果的に、１０年後にこういう

可能性はあるでしょうという結論が出ることは、否めないと思うんです。         

現時点からのスタートとして、論点はどこからスタートするのかということ

について、少しビジョンの整理をしていただければありがたいなと思います。 

 

赤松会長     はい。髙垣委員がご発言された中身とも関連してくるかと思いますが、本

委員会でご審議いただいて、答申までもっていくという責務を担っているの
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は、あくまでも学校の適正規模・適正配置に関わる基準です。その基準を策

定することについては、また市の方でそれを踏まえていただくということに

なります。それを基にして、子どもの数の減少であるとかというような香芝

市内における状況を勘案していただく。その先で、市長の市政方針の中にも

ありますとおり、統廃合は絶対にあり得ないということではなくて、統廃合

はやむなしというような状況になったと判断せざるを得ない場合には、その

基準をもとに、どうしましょうかというような具体的な動きになる。そうい

う重いものを持つ基準ということで、統廃合と全く無縁である、統廃合の話

はこっちに置くということには、ならない中身であろうというふうに私は考

えています。 

         西山委員、お願いします。 

 

西山委員     人数が減ったから統廃合をしていこうという考えと、人数が減っても統廃

合をどうにかして食い止めようという考えとでは、方向性が違うと思うんで

す。そこが少しわからないです。香芝市は今、国から示されている統廃合の

基準、そこよりも少ないかと言われたらそんなことはないと思うんです。他

の違う市でしたら、学校で１２人、２０人であっても、やはり残そうと考え

てくれている市というのがあると思うんです。その点がずれているので、あ

まり話が進まず、私たち委員も方向性が少しわからないので、少し混乱して

いる感じなんです。 

 

赤松会長     はい、髙垣委員。 

 

髙垣委員     教えて欲しいのですが、この間、令和７年度から関屋小学校に赴任された

教頭先生の話を聞かせていただきました。「先生は、どこから来られました

か。」「御所市の秋津小学校からです。」ということで。「人数は少ないで

すね。全校で６７名ですが、まだ御所市ではましですよ。御所市の小学校の

中には、全学年で３３名の小学校があります。」というお話があり、御所市

の小学校を調べさせてもらった中で、御所市の葛城小学校では、１年生から

６年生までの全校で５４名。御所小学校は一番多くて、２６３人。大正小学

校が１６５人、名柄小学校が４０人。そのような人数で、奈良県の７，２３

２人の教職員の定数の中、児童数に近い教員がいますよね。御所市の状態で

やっていけるのか。何もせずに。何か問題になっていますかね。 

 

赤松会長     少し待っていただけますか。西山委員からお出しいただいたご意見は、と

ても大切な中身だというふうに理解をしております。まずその点から、整理

になるかどうかはあるんですが、話をさせていただきます。 

         国が示した、学校適正配置に関わるガイドライン、文科省が示しているも

のに、一定、基準は示してありますが、その基準を機械的に当てはめるとい

うことにならない状況が様々あります。例えば、私が卒業した小学校は、複

式学級になっていて、全校児童が２０数名ではありますが、統廃合はしてい

ません。なぜかというと、限界集落になってしまっているので、なくしてし

まうと、子どもを一番近くの小学校まで通わそうとしても、バスで登下校を

行うことは、町がバスを出さない限りは無理というような状況もあり、学校

を残さざるを得ないという、そのような状況が様々あります。今、西山委員

がご心配のような件については、本委員会でも、基準が一定のところに定ま

ったとしても、機械的に当てはめるのではなく、市としてご配慮いただきた

い附帯事項を要望するということは、絶対必要なことだろうなというふうに

考えております。 

         ただし、基準がない状態では、市や教育委員会が恣意的に学校の統廃合を

進めていくことになっては具合が悪いので、一定の基準はやはり必要になる
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かと思います。ですが、その基準の当てはめについてどうしましょうかとい

う段階においては、機械的にやるのではなく、それぞれの状況を踏まえて適

切に、お答えをいただきたいというような附帯事項は、基準を作成して終わ

りということではなく、絶対に必要だろうなというふうに私自身は考えてお

ります。そこで、西山委員がおっしゃっている個別具体の事柄について、配

慮が必要だというところでまたご指摘賜れればというふうな次第です。 

では、髙垣委員のことについて、事務局の方からご説明をお願いいたしま

す。 

 

教育部次長    御所市のことでございますけれども、私、御所市の出身でございまして、

今おっしゃっていただいた、小学校の一つを卒業しております。 

         御所市というのは今、一つの小中学校にするというような統廃合計画を考

えておられるそうです。特に人口の多いところは、御所駅周辺になりまして、

先ほどおっしゃっていただいた葛小学校或いは葛城小学校となっています。

葛小学校で言えば大淀町との境。葛城小学校というのは、もう少し行くと五

條市というようなところで、統廃合できるかといえば、できないような地理

的な位置になっております。御所市のことをすべて網羅しているわけではご

ざいませんけれども、良い方だというようなことではなく、かなり御所市教

育委員会の方も焦っているようなことは聞いてございます。 

         統廃合はされる、というようなことを聞いてございます。以上です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         髙垣委員ご指摘の点というのは、やはり学校の統廃合は極めて重要な問題

で、穏やかな議論で粛々と進むということにはなり得ないこと、極めて繊細

な問題を含むというふうに自身も認識をしております。他方で、考えなくて

はいけないこととして、先ほど髙垣委員もおっしゃっておられたとおり、小

規模校というような学校が出現せざるを得ない。しかし、一定の教職員の数

は要ります、施設設備の維持も各学校設置の自治体が持ち出しますので、各

自治体がそれでもつのだろうかというような辺りは、やはり当該の学校設置

自治体がお考えになって、最終的にその基準を基にせざるを得ないよねとい

うようなご判断をしていただくということになるんだろうなと思っておりま

す。 

 

赤松会長     さて、そうしましたら、本日用意されております案件の前に、直接・間接

的に関わる内容であったかなと思いますので、事務局の方から今、ご説明を

いただきました、香芝市学校施設の再編等に関する基本方針を廃止するとい

うことに関わりまして、他にご質問やご意見はございますか。 

 

甲斐委員     多分、皆さんが一番疑問に思っていることは、市長の方針に沿う、という

ことは別にいいとは思うんですけれども、この委員会も３回行われていると

思います。２回目、３回目でこの話が出てくるんだったら、皆さん納得する

と思うのですけれども、市長の方針があったのは６月で、半年以上かかり、

この年度末にそのような話が出てきたというところで、要するに、なぜここ

まで時間がかかったのかというご説明があれば、よりありがたいかなと思う

のですが、いかがでしょうか。なぜ、このタイミングだったのか。教育委員

会会議も何回もやられていたはずなんですけれども、なぜこのタイミングだ

ったのかというのを、少し補足いただけたらと思います。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部長     はい。この望ましい学校環境検討委員会の議論が進んできて、ご承知のと



 

10 

 

おり前回、こんな基準がありますよ、こういう基準を議論していただきます

よといったようなことをお示ししたと思います。今回は、案件２でそれを深

めた内容になるのですが、新たな基準が見えてきたこのタイミング、それと

もちろん年度末であったということもございます。市長の方からも、ご自身

が進めていこうとなさるまちづくりについても、具体的なこと、五位堂駅前

のことであったり、それから都市計画上の見直しのことを具体的に県に申し

入れておられたり、ご自分がなされたいことの方向性を具体的に示していく

中で、やはりこの統廃合が、具体的な校名を示されたものについては、矛盾

が大きくなっていくということが明らかになってきたこのタイミングが好機

だということで、２月の教育委員会会議で諮らせていただいたものとご理解

いただければと思います。以上です。 

 

赤松会長     はい、よろしいでしょうか。 

はい。お願いします。 

 

𠮷村委員     我々は教育委員会のために集まっているわけではない。市長のために集ま

っているわけでもない。香芝市の子どもたちの将来は、どのような環境が望

ましいんだろうかというところを、みんなで知恵を出し合って、この議論を

進めていきましょうということなので。一番問題になった統廃合という問題

は白紙に戻します、と。もう一度原点から、香芝市の子どもたちという括り

を主語にもっていき、我々は具体的にどうなんだというところを議論しない

と。もうそろそろその辺りは、会長、もういいのではないですか。私たちは

市長のために集まっているのではないですし、教育委員会のために集まって

いるわけでもないです。本当に香芝の子どものための将来像として、どのよ

うな学校環境がいいのかという気持ちで我々は来ています。何も教育委員会

を責めるつもりは全くないですし、市長の方針に対してどうというようなつ

もりも私は全く持っていません。その辺りだけお願いしたいなと思います。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございます。 

         𠮷村委員の方から今、ごもっともなご発言をいただきました。私自身は、

本委員会の責務としては、おっしゃるとおりで、香芝市の子どもたちにとっ

て望ましい環境を作っていくこと、それにふさわしい適正配置・適正規模に

焦点化した議論を、本委員会では責任を持って重ねるべきである、と。なか

なか、それぞれの強い思いを持たれた委員さんが当然いらっしゃるので、時

に話があちこち行くということはあろうかと思います。それを完全に無視す

るという形で進めていくことは、少しどうかなという思いを持ちます。とは

言いつつも、どこに焦点を当てて議論をすべきかということは、常に頭に置

き、議事進行に努めて参りたいと思いますので、何卒ご協力の方よろしくお

願い申し上げます。 

それでは、いかがでしょうか。その他に基本方針の廃止に伴いまして、ご

質問やご意見等、他にございましたら。 

 

赤松会長     ございませんようですので、ただいま事務局の方からご説明いただいたこ

と、それについてのご質問も賜り、事務局からご説明いただきました流れ等

について、ご理解を得られたものと判断をさせていただきたいと存じます。 

 

案件（１）香芝市の望ましい教育環境について（修正案） 

 

赤松会長     それでは本日用意されております案件１、香芝市の望ましい教育環境につ

いての修正案という形で、事務局の方からこの中身のご説明をよろしくお願

いいたします。 
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事務局・司会   失礼します。事務局よりご説明を申し上げます。資料は、お手元の資料１

でございます。 

         まず、これまでの協議内容としましては、国の示す教育方針をもとに、香

芝市としての教育の目指す姿を確認しまして、前回、第３回の検討委員会に

おきまして、事務局の方でたたき台として、国と香芝市の教育方針に基づく、

香芝市の望ましい教育環境について、暫定的にまとめた案を作成しました。

その内容について、皆様にご検討いただきまして、出されたご意見としまし

て、地域と協力して、よりよい学校教育の環境づくりを進めていくという、

そのような視点が少ないというご指摘をいただいておりました。そこで、ご

意見を踏まえまして、今回望ましい教育環境の修正案を作成しております。 

         それでは資料１をご覧ください。まず、１ページ目中ほど、「公立小学

校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」のところに、ご意見を受

けて追記した箇所がございます。３つ目のところ、読み上げます。「各市町

村においては、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や、将来の

受益者である就学前の子供の保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理

解と協力を得るなど『地域とともにある学校づくり』の視点を踏まえた丁寧

な議論を行うことが望まれます。」こちら、ページ３ということで追記をさ

せていただいております。 

         次に２ページの下の図のところでは、香芝市の望ましい教育環境を支える

存在としまして、「地域の理解・協力」を追加しております。 

         最後に、３ページ目の、香芝市の望ましい教育環境の案としまして、国の

教育を香芝市のすべての子どもたちにも届ける必要があるということで、前

回は、「すべての児童・生徒が安全に安心して、個別最適な学びと協働的な

学びにより、主体的・対話的で深い学びができる教育環境」ということでお

示しをしました。そこに委員からのご意見をいただいた内容と、事務局の方

で、学校運営協議会の方に、日程の都合で少ないのですが参加させていただ

いた中でご意見をいただきまして、そのような点を盛り込む形で、３つの修

正案を作成しました。それぞれ案１では文言として、「地域の理解と協力を

得ながら」、案２では、「地域とともにある」、案３では、「地域連携のも

と」という文言を入れておりますが、この３つの案に限らず、委員の皆様か

ら様々なご意見をいただければと考えておりますので、ご協議の程よろしく

お願いいたします。 

         事務局からは以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         ただいま、資料１のご説明をいただきました。直接的なところで言います

と、前回の会議でも𠮷村委員から縷々ご案内あったとおりで、コミュニテ

ィ・スクール、学校運営協議会、これを有機的な連関を保ちつつ、学校にお

いて地域に開かれたカリキュラムを実施していきましょうというようなこと

が示されている。そんな中で、そういう学校教育を取り巻く環境の変化等々

を踏まえると、３ページに記載していますが、案１、案２、案３というもの

はもちろん、これにこだわらない、もっとこうした方がいいのではないかと

いうご意見があれば、ここで議論をさせていただきたいです。 

         いかがでしょうか。ただいまの事務局の方からのご説明について。 

         はい、甲斐委員。 

 

甲斐委員     はい。ご説明ありがとうございます。 

         前回、要望させていただいた内容、１ページの背景のところを反映してい

ただきありがとうございます。私個人としましては、２ページの図に、「地

域の理解・協力」という言葉を入れていただいているので、これをそのまま
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上手く使った、この案１のところ、「地域の理解と協力を得ながら」という

言葉を冒頭に入れた、案１が感覚的にわかりやすくていいのかなと。日本語

的な文章が繋がっていて、いいのではないかと思いますので、私はこの案１

に賛成をいたします。以上です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         𠮷村委員、よろしくお願いします。 

 

𠮷村委員     私、思ったんですけれど、「地域の理解と協力を得る」というのは、主語

がやはり、教育委員会になっていると思うんです。何を理解してもらうんで

すかというところになってくると思うんです。主体に教育委員会が、教育の

要をやっていますよと、その方針に基づいて地域の方に理解してもらおうと

している。そのような一方通行のやり方、今までの教育委員会のやり方がお

かしいんじゃないですかと僕は言っています。 

         案２では、「地域とともにある教育環境」というところが、一緒にやりま

しょうという、いわゆる白紙ベースのところからスタートしますよというと

ころになっていると思います。案３の「地域の連携のもと」ということに関

しては、地域に頼りすぎではないか、学校の主体性が全く見えないではない

かということで、バランスが非常に悪いんじゃないかなと思うので、僕は案

２の、子どもが中心に考えてやっていく中で、学校の運営のあり方が書いて

あり、また最初に「地域とともにある教育環境」というふうにまとめていく

ことが、わかりやすいのではないかというのが意見です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         ただいま、案１、２、３を基にして考えるならば、と。当然それ以外もあ

ろうかと思います。今、案１、案２それぞれを支持するご意見を賜りました。

その他ございませんでしょうか。 

     はい。お願いします。 

 

西山委員     地域による理解というのは、絶対に必要だと思うんですけれども、やはり

どうしても合意が得られないことは、絶対に出てくると思うんです。そこは、

何かお互い落としどころというのを地域と話し合っていただく。香芝市全体

で見て、今回の学校再編のことでも、やはり端っこの３校だけの合意は得ら

れないけれども、中心の人口が多いところの合意は得られたとなった時、多

数決で決めてしまうのは、厳しいところもあるのではないかと思います。鎌

田、関屋、志都美地区の方からすると、それは地域の合意になるのかなと、

疑問に思う方も出てくると思うんです。 

         とにかく、ここで話し合っている人の意見が、全ての人の意見ということ

でもないので、その点をどのように抽出していくかということも課題になる

のではないかと思います。以上です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         前回の会議の流れの中で、逡巡したんですけれども、香芝市の子どもたち

にとって望ましい教育環境というのは、繰り返しますが子どもたちにとって

の望ましい教育環境ですので、地域とともにあるとか、前回のこととか、地

域の理解と協力を得ながら等の文言を除いた部分、「すべての児童・生徒が

安全に安心して、個別最適な学びと協働的な学びにより、主体的・対話的で

深い学びができる教育環境」。これについては、大きく意見が分かれること

はないと思うんです。だから、ここで言う教育環境というのは、言わば方向

目標という抽象的なものですので、全国どこに行っても、あまり大差はない

ようなものになってしまう可能性もあります。ただ、そのような教育環境を、
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どういう組織体制で、どういうふうな事柄、事業を展開していきながらとい

うのは、この方向目標の範囲になっていくかなというふうに思っていまして、

それをいきなり入れ込もうとすると、子どもたちにとっての望ましい教育環

境自体がぼんやりとしたもの、わかりにくいものになってしまうなと思って

おります。とはいえ、前回の委員会でやはり、地域等の関わりという文言は

入れたほうがいいだろうということで、それを踏まえて事務局の方として、

案を作っていただいています。 

         西山委員のご指摘もよく理解はできます。𠮷村委員が先ほどおっしゃって

おられたとおり、我々がどこに焦点を当てて議論をすべきかというところを、

またすみませんが、そこに立ち返って、議論をしていただければ幸いです。 

         事務局からご提案の案１と２について、いかがでしょうか。地域の理解と

協力ということの、理解、合意というのは、子どもたちにとっての望ましい

教育環境と離れたところでの理解や合意というようなことではなく、あくま

でも子どもたちがどういう学びができるのか。そのような環境というふうに

押さえていただければありがたいと思います。 

     事務局から示していただいた案が３つありますが。 

         はい。お願いします。 

 

𠮷村委員     このようなややこしい案を３つも出してくれるなと。１個出して、「こう

いう部分で皆さんのご意見を踏まえ、このように案を作りました」というの

でしたら議論できるけれども、３つ並べて検討してもらう。そんな卑怯なや

り方は、僕はないと思うんです。だからやはり、「前回皆さんとまとめた、

こういう部分の教育環境は、このような望ましい学校だという案を作りまし

たけれども、皆さんのご審議をお願いします」と言ってもらった方がありが

たいです。 

 

赤松会長     はい、事務局。 

 

教育部長     卑怯な手を使って申し訳ございません。 

         いずれも、私ども提案したところでいうと、申し訳ないのですけれども甲

乙つけがたく、実際どれにするかについては、事務局ではもう正直決められ

ませんでした。ですので、こちらにお預けしたというのが、正直なところで

はあるんです。議論を聞いていて、本当に思いましたのは、ベクトルは、学

校運営をしていく上で、地域の理解と協力というのは、欠かせないもので、

決してそれが一方通行のものではない。学校が地域に理解を求めないといけ

ないこともあるし、地域が学校に、分かってもらわないといけないこともあ

る。お互いに相互関係をということであれば、先ほど𠮷村委員がおっしゃっ

たような「地域とともにある」という言葉が、相互の関係性をよく示してい

るというところで、事務局といいますか福森個人の考えを述べさせていただ

いて、ご参考に、またそれぞれ議論を深めていただければなというふうに思

います。 

 

赤松会長     私個人の意見は、できるだけ差し控えた方がいいと思いますが、地域の理

解や協力、これがゆくゆく、どんどん進んでいき、何に向けての合意なのか

が定かではないようなもの、不確実なものになってしまうということ、そう

いう危険性を考えますと、私も個人的には、案２のように、地域とともにあ

ること、これが適切ではないかという思いを持っております。ただ、そうし

た時に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を根拠に、学校運営協議

会というものが設置されていますが、その法律に示されている主語は教育委

員会というふうになっている以上、学校運営協議会が各学校の運営改善等に

向けて意見を出し、評価にも恐らく多くの場合、関わると。一方通行になっ
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てしまうと、私自身、教員養成大学に勤めていた立場の人間、それから学校

現場にも足しげく通わせてもらった立場からすると、部長がおっしゃられた

ように、地域から学校への意見が一方通行になってしまいますと、学校がど

んどん疲弊していってしまうことになってしまうので、前回の会議で𠮷村委

員が恐らくおっしゃりたかったのは、地域も意見を出すだけではなく、より

よい学校になっていくために力も尽くす。そういう地域学校支援本部という

文科省が示しているようなものを実際的に、力を発揮できるようなものを設

置していくというようなことを、教育委員会にお願いをしないと、学校がど

んどん疲弊していってしまうなと思いますので、併せて案件１が通りました

ら、支援本部、そういうものを各学校の運営協議会が設置されていることに

伴って、作っていくという方向で働きかけをしていただく必要があるのでは

ないかなと。それらを踏まえると、地域とともにある学校教育環境、これが

適切ではないかなというのが個人の意見です。 

         他の委員の皆様方のご意見、学校に携わっておられる立場からすると、意

見は出しにくいかもしれませんが、この点に関して。 

はい。お願いします。 

 

船木委員     育友会でありますとか、自治会でありますとか、学校との密接な関係で今

までやってきたわけですけれども、学校の教育目的はですね、先生が教育し

やすく、生徒たちが学力を高め、体力を高めるということにあると思うんで

す。なので、地域は、学校、先生に対して、圧力団体であっては困るわけで

す。我々はいつも地域とともにあるというふうなつもりで、活動しておりま

す。だから私も案２がいいかなと思います。 

         総論ですけれども、香芝市は今まで人口が増えてきたから、統廃合といっ

た問題は起きませんでしたが、他の地域では行われております。高校にしま

しても、公立高校の場合は定員割れが続き、将来、廃校されるところが多い

のではないかと思います。だから、勉強するというか、将来に向けてハード

面、ソフト面、いろいろな面について勉強することはいいことだと思います。

いろいろな意見が出たら、それを生かしていただいたらいい、そういう思い

であります。 

 

赤松会長     ありがとうございます。 

         お二方から案２がいいのではないかというご意見を頂戴しているのですが、

増田先生、案件 1につきましていかがでしょうか。 

 

増田委員     失礼します。もう３つとも地域という言葉が入っていますので、表現の違

いはあると思うんですけれども、先ほどから皆さんが言われているように、

学校においては、例えば、本校の学校グランドデザインにも地域とともにあ

る学校とか、地域との連携であるとか、地域の方のいろいろな承認もいただ

いていたり、私も含め教職員皆、理解しているところです。もう何十年も前

から学校運営協議会も入っていますので、いろいろなアドバイスをいただい

ていたり、ともに学校運営をしていくということは、書かれるまでもなく、

十分認識しております。 

         それから、我々学校も地域の行事に参加させてもらったりして、お互いと

もにある、それは十分把握していますし、そういう思いで、教職員はやって

いるのかなとは思っております。 

 

赤松会長     ありがとうございました。浅井先生、お願いします。 

 

浅井委員     小学校ですけれども、やはり２番の「地域とともにある」、この言葉が非

常に重要でないかなと思います。我々、現場では、よく言われますけれども
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地域と学校は自転車の両輪、ということもあります。増田委員もおっしゃっ

たように、すべての教職員もこのことは大事にしております。また本校にお

いてもやはり今、地域の方々の協力を得ながら、子どもたちの安全、安心な

登校ができるようにとか、また学習の面でもいろいろな部分で、ゲストティ

ーチャーに来ていただく、そういった面で地域の方々のお力をお借りしてお

りますので、これはもう当然のことだと思いますし、理解、協力も得ながら、

そして学校と地域と両方が、子どもたちのために、と。学校、地域、保護者、

この３者がいつも協働しながらやっていこうということで、いつも会議や運

営協議会でも話をさせてもらっていますし、これはどっちがどっちになって

もおかしくないとは思うんですが、よい学校がよい地域を作り、よい地域が

よい学校を作る、と。よい地域がよい学校を作る、というようなことで、本

校の方でもいつも取組は進めさせていただいております。以上です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         お二方が使われた言葉として、地域とともにあるというような言葉を使わ

れたことだと思いますが、では案１か、案２かということでいきますと、甲

斐委員は、いかがでしょうか。 

 

甲斐委員     はい。私も別に中身的には、どちらでもいいと思っています。ただ日本語

的にわかりにくいので、一つだけ申し上げると、最後の地域とともにある教

育環境のところに鍵括弧をつけていただけると、修飾語と受ける方の言葉が

国語的にわかりやすいのかなと思います。最後の文言は、「地域とともにあ

る教育環境」といった方が、すっと読みやすいのではないかと思います。こ

のままだと深い学びができる地域というように読んでしまう方もいらっしゃ

ると思うんで、そこが少し気になりました。以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         そういたしますと、甲斐委員の方からも建設的なご意見をいただきました。

出された修正の案としましては、「すべての児童・生徒が安全に安心して、

個別最適な学びと協働的な学びにより、主体的・対話的で深い学びができる

『地域とともにある教育環境』」。こうすると、比較的スムーズに理解を得

られるのではないかというご意見を賜りました。今、甲斐委員からお出しい

ただいた中身でいかがでしょうか。 

 

各委員  〔「異議なし」との声あり〕 

 

赤松会長     よろしいですか。はい。ありがとうございます。 

         そういたしましたら、案件１につきまして申し上げます。 

         本委員会として、香芝市の子どもたちにとって望ましい教育環境は、案２

にございますとおり、「すべての児童・生徒が安全に安心して、個別最適な

学びと協働的な学びにより、主体的・対話的で深い学びができる『地域とと

もにある教育環境』」。この案として、認めていただいたということで進め

させていただきます。はい。ありがとうございました。 

 

案件（２）香芝市の適正規模・適正配置の基準について 

 

赤松会長     そういたしましたら、本日の案件２、香芝市の適正規模・適正配置の基準

について。これについては、今日の段階でいきなり具体的な基準を示すとい

うところまでいけるかどうかということもあろうかと思います。事務局の方

から、その前段に関わります要件というか事柄について、基準の策定に向け

て固めていこうと思うと、背景にこんなことがあるということ。委員の皆様
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方に、ぜひ共通にご認識を賜りたいというような中身になろうかと思います。 

        資料２ですかね。これに基づいて、ご説明の方、よろしくお願いいたします。 

 

事務局・司会   失礼いたします。事務局の方からご説明を申し上げます。資料は、事前に

お配りした資料２と、本日お手元に置いておりました資料２－１につきまし

て、ご確認をお願いいたします。 

         こちらは前回、委員の皆様に協議をしていただく中で、国が示しておりま

す教育に関する法律や基準について、香芝市で独自にどのようなことができ

るのかという整理について、様々なご意見をいただきまして、一覧にしたも

のが資料２でございます。基準につきましては、左のところに学級数、児童

生徒数、教職員数等々と、これまでに上がっております内容について、国の

基準でありますとか、法律のこと、香芝市の現状、市独自に変更する対応は

可能なのかどうか。変更するとすれば、どのようなことが必要になるのかと

いうようなことを項目別に記載してございます。 

         例えば、一番上の学級数ですと、国の標準としては、これまでもお話があ

りましたように、小学校１学年当たり２学級から３学級のところ、右の香芝

の現状としては、平均で２．５６学級、中学校は国の標準が４から６学級に

対して、香芝は平均５．３３学級。次の行の児童生徒数に関しては、小学校

３５人という国の標準に対しまして、香芝の平均は２９．５６人。中学校は

４０人の標準のところ、香芝の平均は３６．９０人というような数字を記載

しておりますけれども、ただ、市内の学校でも、先ほど委員からもお話があ

りましたが、学級数、児童生徒数の多い少ないという部分は、それぞれ状況

が異なっているところでございます。 

         次の教職員数につきましては、これまでの会議でも、多くのご意見をいた

だいておりますので、本日こちらの資料２－１をご用意しまして、どのよう

に教職員の配置がなされているのか、ということをご説明できればと存じま

す。 

 

学校教育課長   はい。失礼します。 

         私の方から、教職員定数の概要について説明をさせていただきます。資料

２－１をご覧ください。教職員定数は、義務標準法によって都道府県に配置

する総数が定められます。正確には、「公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律」というものです。この標準ですが、１校当

たりで言いますと、まず校長が１名、教頭や教諭、講師などは、小中学校そ

れぞれ学級数に応じて、学校規模ごとに乗ずる率が定められております。後

程、例を出します。さらに、各校の状況に応じて、ご覧のような加配教員が

配置されることになります。指導方法工夫改善からの幾つかの加配です。こ

の標準をもとに、県全体の校長、教頭や教諭等、加配教員の合計数を、県が

条例によって年度ごとに定めております。令和６年度の場合は、７，２３２

人というふうにされています。 

         ２ページ目をご覧ください。左の表は、今年度の香芝市の小中学校が該当

する学級数、それと、それぞれに乗ずる数を示したものです。ここでいう１

学級当たりの児童生徒数は、小学校３５人、中学校４０人、特別支援学級８

人ということになります。 

         右側の例をご覧ください。小学校で１２学級の場合ですと、校長１名、そ

れから教頭や教諭等は、１２学級に１．２１０を乗じて切り上げるため、１

５人となります。加配については、仮に指導方法工夫改善として１名が配置

されたとして、合計１７名というふうに、例としてはしています。この加配

につきましては、学校事情等により、当然同じクラスでも年度等により異な

ってくることがありますので、学級数が同じでも、この加配がもっと増える

場合もあります。これが、教職員定数の決まり方の概要ということになりま
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す。仮に、市が独自に３０人学級とするなら、この定数以上の教員が必要と

なりますので、その場合は市の単費として雇用するということになります。

私からの説明は以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         ただいまご説明いただきましたことは、主には、適正規模の基準というよ

りも教職員の標準とか、規定数ということ。標準と基準、これは紛らわしい

ものが出てきます。先ほど委員のご指摘の中で、小規模校についてもそれを

残してやっていく、或いは少人数学級というものを、市として積極的に推し

進めている自治体もあるというようなご指摘もございましたが、各自治体で、

そういう独自の施策を展開していこうとすると、ただいま事務局からご説明

があったとおり、教員の標準定数を超えるものについては、学校設置自治体

がその経費、教職員の給与等について責任を持つ、という形で展開されると

いうことになっています。予算獲得に関わるようなところで、本委員会で踏

み込んでいいのかどうかというのが、私自身、悩むところです。そうなって

きますとこれは、議会のご審議に委ねるということにも、場合によってはな

るのかもしれません。学校の適正規模を我々が議論していくに当たっては、

教職員の標準定数が、学校規模に基づいて算出される。県が、その定数を持

つわけですよね。県内のそれぞれの市町村から上がってきた情報をもとに検

討して、これだけの教員がいるだろうという定数については保証されるわけ

ですけれども、それを超えるものについては、場合によっては、その学校設

置自治体が責任を持って、予算を捻出していかなければならないというよう

な、そういう実態があるということを踏まえていただく必要があるんじゃな

いかと思います。 

         今、事務局からご説明いただきました。案件２は、いきなり適正規模・適

正配置の基準ということではなくて、教職員の標準定数がどのような形で導

き出されるのかというところについてのご説明でした。 

     はい。お願いします。 

 

𠮷村委員     標準の定数については、僕はいいと思うんですけれども、問題は、不登校

の子どもたちが多い学校やいじめが起こりそうなところなど、学校によって

波があるんですよね。私が思うのは、常駐の先生方は各小中学校で一生懸命

やっていただいて、それはいいでしょう、と。ただ、学校全体、香芝市全体

を見渡した場合に、教育委員会がサポートできるような人事体制を作っては

どうかなと思います。いきなり、この定数に触れるのは、非常に危険なこと

もあると思います。学校によってばらつきがあるので、そこのサポートがで

きるような、教職員の配置を教育委員会の方で確保していただければと、そ

の場合に毎年度場所が変わるかもしれませんが、そのようなファジーな対応

でやっていただけたらどうかな、と。一つの意見です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         今、お出しいただいた点もとても大切で、学校を取り巻く状況というのは、

日々刻々と変化していっております。ご案内のとおり、特別に支援を要する

子どもの数というのは、全国的に増えているというようなことを国も踏まえ

て、政令を改正する形で、教職員の確保をしなくてはいけない。年々の変動

については国の方としても、加配という対応をとるとしたらそれはつけてく

れる。ただし、𠮷村委員がお出しいただいたように、学校に行きたくてもい

けない子ども、不登校の児童生徒というのは、全国的に見ても数が増えてき

ている。そういう子どもたちのケア、フォローといいますか。そういう子ど

もたちも含めて、望ましい教育環境が保障される環境を市として作っていた

だきたい。 
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         今の段階で何をどうすべきかという具体的なものは、なかなかここではお

示しすることはできませんが、𠮷村委員からお話しいただいたことは大切な

中身であると思います。 

         はい、お願いします。 

 

教育部長     はい。ご意見ありがとうございます。 

         まず標準によって定められている教員の定数の説明をさせていただきたい

んですけれども、国が示しております「公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引」にこの課題が書いております。教職員が少なくなる

ことによる学校運営上の課題ということで、あえてもう一度おさらいをして

おきますと、先ほど例えに出させていただいたのは、１２学級の場合は、大

体１７人ぐらいの先生が確保されるということになるんですけれども、小規

模になりますと、もう少し少なくなるということになります。そうなってく

ると、やはり経験年数や専門性、男女比のバランスなどで、なかなか確保し

にくくなる、そういう課題もございます。また、教職員の数が少なくなると

いうことは、教員個人の力量への依存度が高まって、教育活動が人事異動に

過度に左右されるといったことも、課題としてございます。児童生徒のよさ

が多面的に評価されにくくなる。例えば教員が１７人いれば、子どもにとっ

ての目線で言うと、この先生は、より理解をしていただきやすいとか、子ど

もの評価そのものも、多面的な目で見ていただけるというようなことが、や

はり教職員が多いと確保されていくようなことがございます。それが逆にさ

れにくくなるということについて、手引の方には、教職員が少なくなること

に対する学校運営上の課題というものが、１１項目ほど示されてございます。

標準法に基づき、学校の規模によって教職員は配置されていますが、やはり

過度に少なくなるということは、様々な課題が生じるということで、この標

準法に基づいて、どういう規模が適正であるかということをご理解いただい

た上で、基準を審議していただきたいなというふうに思っております。 

         また、𠮷村委員からありましたように、教育委員会の方で間接的に、いろ

いろな課題が生じている学校をサポートする体制をもっとしっかりと作るべ

きではないか、と。何か問題が起きたり、課題が大きいということであれば、

教育委員会から派遣や支援等の体制づくりがあれば、よりよいのではないか

というようなご意見をいただきました。香芝市にも指導主事がございまして、

日夜、学校で起きる様々な生徒指導上の問題や、或いは教科指導であったり

ということで、指導助言をさせていただきまして、学校で起きる様々な生徒

指導上の問題、いじめであったり不登校であったりということで、今の体制

で十分であるとは思ってはございません。事務局の方でも、指導主事体制を

もう少し強化して、相談や助言に当たれるようにさせていただきたいと思い

ます。 

         また、教育指導員ということで、適応指導教室は別でありますし、特別支

援を担当する者もおります。これで十分かということであれば、まだまだ課

題解決に向けて、スピードアップしたり、的確性を高めたりということもご

ざいますので、教育委員会の事務局の体制も、今後は充実させていくことが

必ず必要になってくるものと考えております。以上です。 

 

赤松会長     はい、𠮷村委員、お願いします。 

 

𠮷村委員     よろしいですか。 

         少し質問なんですけれども、今の小中学校の教諭の定員数はしっかりと配

置されていますか。教員数が少ないという学校があるとか、例えば産休され

た場合はどうなんだ、１年間空白のままで終わるのかどうか。少し私も中学

校の方を知っていまして、たまたま産休で、先生がその教科を抜けることに
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なった、そして違う先生がフォローに入るということで、かなり偏った労力

が必要になっていましたので、定数というのは、小中学校の人間、教員配置

は満たされているかどうかという問題がありますので、質問でございます。 

 

赤松会長     はい。お願いいたします。 

 

学校教育課長   はい。今年度につきましては、年度の後半で休みに入った先生がおり、補

助が間に合っていない部分が２名程度だったと思うんですが、ありました。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

岡本委員     私、旭ケ丘小学校のＰＴＡ会長をさせてもらっているのですが、ある学級

で、４クラス、３クラスあるんですが、たまたまかわかりませんが、３名と

も、同時に休職ということがありまして、非常に問題になりました。その人

数をどこから持ってくるかというところが。人数はいませんので、教頭先生

が担任を持つというふうな、異例な状態になってしまっています。そうなっ

てくると、学校の運営ができない状態になってしまうという、非常に危機的

な状況でした。 

         幸いながら今のところ、１人の職員さんが復帰をされたということになっ

ていますが、まだ目処がたっていない先生もおられます。ですから今後、こ

ういったことにならないような体制というのを、𠮷村委員がおっしゃってお

りましたように、教育委員会側で何かサポートできる体制、強化を私からも

お願いしたいなというふうに思っております。何かあった際に、すぐに対応

できる状態をお願いしたいかなというふうに、私からもお願いです。以上で

す。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         今、複数の方からご意見を頂戴しました中身につきましては、全国的にも

問題が露見しておりまして、教員が足りないという、この問題は香芝市でも

起こっている可能性があるというお話だったかなと思うんですが。全国的に

問題になっていまして、私の大学の卒業生からも、もう私は定年で退職して

いるにもかかわらず、「先生、常勤、非常勤でもいいんです。誰かいません

か」というような声が、今でも頻繁に出てきています。「ごめんね、僕はも

う出てしまったんで、ちょっとそういう該当者がいないんだ」ということが

ありました。これは香芝市だけではなくて、今の学校が抱える問題で、自治

体としては子どもの数が全国的に、東京と沖縄以外は人口減少の一途で、そ

うするとこれから子どもの数もどんどん減っていく。そのことを頭に入れて、

教員の採用数を計算せざるを得ないと。そのような事態が起きているからと

いうことで、余計に取るというようなことをしてしまうと、先立つものの関

係で難しいというようなことも働くのか、なかなか教員不足の問題というこ

とが社会的に深刻なものになっていると思います。市としても、それをどう

埋めていくのかというところで、前になかったようなご苦労を、また、委員

会や地域の人たちのお力添えということも得ながら、学校をより良いものに

していく、というよりは、いかざるを得ないという、そんな社会になってし

まっているのかなと思います。 

         はい、お願いいたします。 

 

𠮷村委員     一番シンプルな方法は、今、会長もおっしゃっている、先生の数が少ない。

これはもう、前から言われていることなんです。例えば、香芝市では定年を

６５歳まで引き上げる、というふうなことも考えてもいいんじゃないですか、

という一つのご提案です。よくありますけれども、校長先生が定年した後、
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もう１年やっておられるところがありますよね、人がいないために。その時

は、給料が３割カットされて校長をやるわけなんです。そんな馬鹿な話はな

いと思います。仕事量、責任は一緒なのに、６０歳過ぎたら３割カットとは、

どういう根拠があるんだと。話が横に広がっていって申し訳ないんだけれど

も、一つの意見として、定年を検討してもらったらどうですかということで

す。６０歳でも社会では働き盛りのところは多いですよ。まだまだ現役ばり

ばりで働けるような人が、あなたは今月で悪いけれども、定年だから、と。

今日は一生懸命説明しているけれども、４月になったら関係ありませんなん

て、そんな話はあるかということも含めた中で、やはり定年の延長というも

のを考えていただくのと、今現状、同じ責任があるのに、定年後に校長にな

った場合３割カットと。そんな馬鹿な話はないでしょうということで、今の

項目に当てはまる内容なので、再度これは要望としてご検討いただくのと、

是正をお願いしたいということで、意見です。 

 

赤松会長     はい。今、お出しいただいたご意見は、いろいろ難しい側面もあろうかと

思いますが、貴重なご意見かなと思います。 

         大阪市は、教員の定年延長というのが、何年か前からスタートしています

ので、そういう流れを県としてというようなことを、国がそもそも認めてく

れるような流れになって、県がその定数を確保して、そこに香芝市が乗っか

ることができるというような流れになるのが、一番望ましいんだろうとは思

うんですが、世の中の流れとして、公務員、教員の定年延長ということが叫

ばれていますので、今𠮷村委員がおっしゃったような事柄が、近々に実現で

きるような社会になればなというような気がいたします。 

         それとあわせて、児童生徒数のところで、中学校も資料２のところには４

０人となっていますが、３５人になるのは何年からだったでしょうか。３５

人にしていくというような方針が示されていたかなと思いますので、これは

４０人じゃなくて、近い将来３５人になるのかなというふうな思いを持って

いますが、間違いございませんでしょうか。 

         はい、お願いします。 

 

甲斐委員     たまたまなんですが、私の子どもが小学校５年生で２年後、中学１年生か

ら順次ということで、４年後には完全に３５人になるということと認識して

いますが、合っていますでしょうか。確認をお願いします。 

 

赤松会長     児童生徒数のところで、間違いないかということ。３５人になるというこ

とで。はい、お願いします。 

 

学校教育課長   はい。まず、先ほどの説明は今年度ということで、４０人と申し上げまし

た。２０２６年度から順次、１年生から順番にというふうに聞いております。 

 

赤松会長     ありがとうございます。 

         はい、お願いします。 

 

西山委員     国の基準の学級数は１２から１８学級となっているんですけれども、前に

もらった資料では、人数が多いのにもかかわらず、学級数が少ないという、

多分、特別支援学級が入ってくると思うんですけれども、それを香芝市独自

で、この定数に当てはめるというのは、やめていただきたいなと思っていま

す。 

         例えば、志都美小学校だったら２３０人いる中で、学級数は８。鎌田小学

校は２１８人で学級数が９となっています。人数が多いにもかかわらず、学

級数が少なくなっているんで、これを１２から１８に香芝市独自で組み込ん
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で、そこの中に多分、特別支援学級が入ってくると思うので、その特別支援

学級は一体どこに組み込まれているのかという考え方もあります。特別支援

学級の子たちは、一体どこに消えてしまったんだろうという考え方もありま

すし、学級数を８と言われるのも、何か違うのではないかなと思うんです。

前に一度お話をさせてもらった時に、国からこういうふうに示されているか

ら、８なんですと言われたことがあったんですけど、香芝市としてそれを８

とするのか、特別支援学級が２、３クラスあるんですけれども、それもプラ

スして、１２学級という形で考えていただけるのか、お聞きしたいです。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部長     はい。あくまでも、１２から１８学級というのは通常学級の数で算定いた

しますので、特別支援学級の数をその数字の中に入れ込んで、カウントする

ということはいたしません。 

 

西山委員     特別支援学級を含めない形でカウントされていると思うんです。その小学

校に属している特別支援学級じゃないですか。人数は２３０人いて、特別支

援学級が多分２クラスあると思うんです。それで学級数が減る。人数はどち

らでもいいんですけれども、特別支援学級も学級数に入れていただきたいな

と思って、お話をさせてもらっています。この子たちもやはり一緒に行動し

ている学級の中の数字だと思うので、それを別で、カウントに含めないとい

うのは、少し寂しいな、という話なんです。 

 

赤松会長     すみません。特別に支援を要する子どもたちの学習を保障しましょうとい

うことに関しては、常時、支援学級で子どもを留めるのではなく、通級とい

う形を積極的にやりましょうという流れになっているのではないかなと思い

ます。その点も勘案しながら、国の標準は今、西山委員がおっしゃられた流

れを汲んだものにはない形になっている。ただ、それをやはり、子どもたち

の学びの保障ということを考えると、１つの立派なクラスという形でカウン

トをすべきではないかというご主張ですよね。おっしゃっておられる趣旨は

ごもっともかなと思うんですが、実際どういうふうに計上なさっておられる

か、なぜなのかということについて、ご説明いただけますか。 

         はい、お願いいたします。 

 

学校教育課長    はい。すみません。 

         まず先ほど、私が説明した教職員定数は、こういうふうにして算出します

というものですので、それについては、先の小学校３５人、中学校４０人、

特別支援学級８人という合計の学級数というものになります。あくまでも教

職員定数の話です。 

         それから、言っていただいた標準の学級数として１２から１８学級。そち

らは確かに、通常学級の数で言われているというふうに思っています。例え

ばクラス替えのこと等を含めまして、学級規模のことで示されているという

ことですので、こちらでの検討の中で、今後こういうカウントの仕方という

ことでお示しいただくものがありましたら、当然、検討が必要かと思ってい

ます。 

 

赤松会長     私自身も今のご説明である程度整理ができたかなと思いますが、よろしい

でしょうか。はい、ありがとうございます。 

         そういたしましたら、本日の会議の冒頭でも、改めて第１回目の本委員会

の振り返りからさせていただきましたが、本委員会が最終的に答申しなけれ

ばならない中身というのは何かというと、学校の適正規模、それに関わる基
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準。今、ご説明をいただいた流れからしますと、国が一定、義務教育諸学校

の教職員の標準定数を算出する決まりというものを持っていて、それに則ら

ざるを得ない現実があるというようなことを踏まえますと、それを超えて独

自の学校規模ということもなかなか策定しにくい側面もあるんじゃないかな

という思いを持っております。 

         他方で、第２回の会議でしたか、中教審から「令和の日本型学校教育」の

答申が示されて、小学校では専科教員の配置ということに向けて、加配がし

っかりなされるかというと、なかなかその辺りは、現実的に難しい問題もあ

ったりして、そうしますと、ある程度の規模がある学校は、専科教員という

ものを、それぞれ小学校でも配置しながら、やりくりができなくはないと。

一方、かなり規模が小さいというようなことになってくると、教員の数がそ

もそも足りていませんので、どの教科については専科教員の指導としていき

ましょうか、となった時に、学校としてもやりくりしにくい、というような

ことになってはいけないなという思いも持っています。学校教育、特に小学

校はそういうふうな変更がなされるというようなことも、我々は視野に入れ

ておく必要があろうかなと思って資料として提出をしておりました。 

     はい、お願いします。 

 

𠮷村委員     私の認識不足かもしれませんが、教職員の配置の人数に関して、国の方針

に則って、現状これですよ、と。変えることはお金があれば可能ですよ、と

なっていますよね。だから、これは市の考え方かと思います。教育にはもう

少し予算を出して、教職員を増やしましょう、と方針が決まれば、変えるこ

ともできる。そういう中身を検討するのが、この検討委員会だと思うんです。

だから、よくよくおっしゃられることは、国の決まりだから、これは変更で

きないと言ってしまえば、我々の存在意義がなくなってしまうわけです。し

っかり吟味をして、結果、こちらで答申を出させてもらうところは、成るか

成らないかは分からないけれども、やはり、しっかりと答申を出せるような

内容に、我々も自由な発想、考え方で、固執することなくやっていただきた

いなということだけ、お伝えしたいと思います。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

甲斐委員     不登校の話に戻るんですけれども、今、会長がおっしゃられた「令和の日

本型学校教育の構築を目指して」の７ページに書いてあるのですけれども、

要は不登校の児童生徒への対応というところで、４番の２つ目のところに、

児童生徒の支援のニーズの把握、校内別室における相談指導体制の充実等と

いう言葉があるので、香芝市においては、校内別室、不登校児用の部屋を準

備されているのかどうか、その辺りの現状をまず確認させてください。お願

いします。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部長     まず、中学校については、ほぼ全校、別室登校ができる場所を確保できて

おります。部屋だけあって、人はどうかという話にも必ずなりますので、中

学校は教科担任制なので、１人の教員のコマ数には比較的余裕がございます

から、そういう中でその間の時間を。比較的ということで、決して時間にゆ

とりがあるということではないですので申し添えておきますが。小学校に比

べると、教科担任制というのは、ある程度、授業研究ができる時間がござい

ますので、そのような時間を活用して、子どもたちと関わる時間、人員を確

保していただいているというようなことは承知いたしております。 

         一方、小学校については、まず物理的に場所がないということで、場所が
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確保できないというところに加えて、教員の時間数というのが、学級担任制

ですので、なかなかゆとりのある時間がない、と。特に小規模になればなる

ほど、時間、人的なゆとりがないということになりますので、できていると

ころも一部ございますけれども、全校にそういうスペースというのは確保で

きていないので、例えば保健室の養護の先生が対応していたりというような

実態がございます。以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         はい、どうぞ。 

 

甲斐委員     小学校は、すべてではないと言われていますけれども、今現状は、いくつ

の学校で校内別室が準備されているんでしょうか。 

         わかる範囲、概数で大丈夫です。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部長     確実に申し上げられるのは、旭ケ丘小学校には、部屋を設けているという

ふうに確認しております。調べさせていただきます。以上です。 

 

赤松会長     はい。正確なところはまた事務局に大変お手数をおかけしますが、次回に

お願いします。 

         はい、𠮷村委員。 

 

𠮷村委員     はい。昔の話ですみません。昔、青少年センターってありましたね。小学

校の不登校の子どもたちが、そこのセンターの方に行ってサポートを受ける

という体制があったんです。多くの先生方、学校をリタイアされた先生、校

長経験者等もおられて、個別にサポートしているという体制はあったんです

けれども、それは今ないんですか。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部長     はい。香芝市の適応指導教室は、福祉センターの中のすみれ教室というこ

とで設置してございまして、教育指導員が２名常時対応しているという状況

でございます。以上です。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 

𠮷村委員     一応サポート体制は小学校問わず、香芝市内の不登校生を対象としてある

わけですね。多分これからの検討課題にたくさん基準という項目があると思

うんです。 

         次の話で申し訳ないんですけれども、現状の施設というのは、耐用年数は

あと何年もつんですか。例えば、第１回目にもあったと思うんですが、整理

していただいた、通学距離の問題、学校別の通学の距離、一番遠方で何キロ、

どのくらいの距離があるのかというところ。例えば、この機会なので言いま

すと、香芝西中学校周辺の通学路には街灯がない等、非常にあるんです。暗

いので、犯罪を誘致するようなところに、特に冬になったら、子どもを通わ

せることができないですと。そのようなことで、現地調査をしていただきた

いということなんです。実際そのような場所がありますので。だから通学路

の問題とか距離の問題とか、施設の現在の耐用年数とか。今の年数は何年で

あと何年後には建て替えをしないといけないということの問題が一点。 

         僕も前から引っかかっていたのですが、例えば関屋小学校が、いわゆる防
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災の中の危険区域に建っているということがあったんですけれども、私たち

全く知らない人からすると、そんな危険な所に学校はあるのかというふうな

ことを思うんです。子どもたちのためを思ったら。その辺りは、どういうふ

うな見解をもっているのか、というところ、質問です。 

 

赤松会長     まず、私自身も気になっていたのが、長寿命化計画を少し置くというよう

な形で話を進めさせてもらいましたけれども、現状、老朽化とか耐震工事が

まだできていないということはないと思いますが、危険な状況があるにもか

かわらずそれをこっちに置いておくのは、あんまりよくないなと思って気に

はなっていたんですが、まずその辺りの現状をお願いします。 

 

教育部次長    はい。建物に関しましては、すべて耐震化されておりまして、安全な建物

でございます。残り何年使えるかというのはコンクリートの状況にもよりま

すので、この場でこの学校は何年ということは申し上げられません。市の

「公共施設等総合管理計画」では、８０年もたせようということで改修を加

えていくという計画がございます。それに則って８０年は持たせていきたい

というふうに考えてございます。 

         関屋の件に関しましては、土砂災害警戒区域、イエローゾーンだというこ

とで高田土木、県の方からですね、示されておりましてイエローゾーンであ

るということは認識してございます。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 

教育部長     はい。いわゆる敷地の中のイエローゾーンにかかっていない部分があるん

ですけれども、学校に続く通学路は完全にイエローゾーンになっているとい

うような実態もございます。イエローゾーンイコール直ちに移さないといけ

ない場所かということの認識は持っていないんですけれども、再編を考える

上では、考慮に入れるべき事項であるということは、間違いないというふう

に考えてございます。来年度の予算の審議の中で、関屋小学校については、

当分の間は使用しなければならないという状況の中で、老朽度が非常に進ん

でおりますので、中規模改修はせざるを得ない状況にございます。そのため

の予算は認められているということでございます。以上です。 

 

赤松会長     はい。𠮷村委員。 

 

𠮷村委員     はい。わかりました。あと私のイメージではありますが、関屋小学校と志

都美小学校は、非常に校舎が汚いです。校舎に入って、廊下を歩いて中を見

ても、整備されてないかなと感じます。だから、おっしゃるように先を見越

して、改築が必要であるということが認められた場合には、工事に入るとい

うところが、何かこう不公平さを感じるんです。子どもにとっては、今の学

校が自分の学校です。継ぎ目なくあるということは、教育委員会の方が現場

を見ていただいて、旭ケ丘小学校と志都美小学校の環境は違うな、とか。検

討する以前の問題として、現場の把握をしっかりしていただきたいと思いま

す。 

 

赤松会長     適正規模について、焦点を当てて議論しなくてはいけないのですが、ゆく

ゆくは、適正配置にも繋がることである、と。その際に考慮しなくてはいけ

ない事項に踏み込んだ、貴重なご意見を頂戴しました。おそらくこれは次回

以降も必要になることだろうと思っております。 

         はい。お願いします。 
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甲斐委員     はい。𠮷村委員からもあったんですけれども、通学路の話でこの資料２の

通学距離、時間のところで香芝市は標準以内だが長い地域があるという書き

方をされていますけれども、具体的にどのくらいなのか。全部測れるとは思

わないんですけれども、ただ、長いところでどれだけの時間がかかっている

かについて、直線距離ではなくて通学距離として、何かデータをお持ちであ

れば、共有いただきたいと思います。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部次長    はい。実際に関屋小学校区のさくら坂地区から関屋小学校まで歩きました。

大体２．９キロぐらいになってございます。一番最長の距離ではないかと考

えてございます。 

 

甲斐委員     はい。ありがとうございます。その他に、もし長い距離のところがあるよ

うでしたら、少し知りたいなと思います。 

         あと、児童生徒数のところの話に戻るんですけれども、書き方の問題で、

学級数のところは一番右の備考に、最多と最少を書いていただいています。

児童生徒数のところも、１学級に多いところで何人、少ないところで何人か、

平均値は書いていただいているんですけれども、そこも記載していただきた

いなということです。情報として小学校、中学校の１学級当たりの最多人数、

最少人数を記載いただきたいということ。 

あと、望ましい教育環境ということで、中学校は３５人学級になってくる。

そうなると例えば香芝中学校はもしかしたら、大規模学級、大規模校になる

可能性がある。今回の議会で、監視カメラの数を増やすというお声もいただ

いているんですけれども、その辺りもですね、こちらで望ましい教育環境を

いろいろやって議論する中で、議会の方、教育委員会の方で、その監視カメ

ラの数を増やすという話があるということも含めて、その辺りは今、リンク

している話なのか。大規模校になるから、香芝中学校でカメラの台数を増や

すということになっているのか、その辺りのご見解をいただきたいなと思い

ます。私は２人子どもがいますけれども、上の子が通っていて、すごく気に

なる話なのでお願いいたします。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部次長    防犯カメラについてはですね。まず、人数の多いところからつけさせてい

ただく、すべての学校につけていくことを考えてございまして、決して大規

模校になるからということでつけるものではございません。 

 

教育部長     整備の基準については特になく、優先順位としては、現在児童生徒数の多

いところから始めましょうというところで、今後の計画では全校に防犯のカ

メラという意味で、あくまでも「見守りカメラ」ということで。私どもは、

そういう意図でつけさせていただくということでございます。繰り返しにな

るようですけれども、大規模校になるからつけるというような動機ではござ

いませんので、ご了承よろしくお願いします。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

西山委員     見守りカメラというのは、保護者の意見はお聞きになりましたか。 

 

赤松会長     そもそも防犯カメラの設置というのは、教育委員会主導で動かれたことな

のか、予算も必要なことになることだと思うので、議会等でそのような強い
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思い、切実な思いを持たれた議員さんから出されて、議会として予算をつけ

てやっていきましょうという流れになったのか、その辺りから少しご説明い

ただくとわかりやすいかなと思うんですが、お願いいたします。 

 

教育部長     はい。設置するにあたって保護者の意見を聞いたかというご質問について

は、設置に関しては、保護者の意見を聞いて、つけるつけないというような

判断をするものではなかったので、意見を聞いて判断したものではございま

せん。先ほど申しましたように、「見守りカメラ」という意味合いで、すべ

ての学校につけていき、様々な防犯上の問題、学校内で起きるトラブルなど

の解決がしやすくなるだろうというようなことも含めまして、子どもたちの

学校生活を見守るための意味合いで、つけるという方向になったものでござ

います。以上です。 

 

赤松会長     山口委員、お願いします。 

 

山口委員     すみません、山口です。 

         今初めてお聞きして、びっくりしていたんですけれども、見守りカメラと

いうのは具体的にどの場所に設置するというお考えなんでしょうか。 

 

赤松会長     お願いします。 

 

教育部次長    はい。共用部分で、廊下に設置する予定でございます。 

 

赤松会長     よろしいですか。はい。お願いします。 

 

髙垣委員     はい。𠮷村委員、関屋小学校のことで、ありがとうございます。 

         香芝西中学校の関屋の通学路に、自治会の方で一基、防犯カメラを設置さ

せてもらっています。それも、教育委員会の設備の防犯灯の支柱と合わせて、

防犯カメラをつけさせてくださいと言って許可をもらうのに、なかなかいか

なかった。また、防犯カメラをつけた通りは、物騒なんです。そこに防犯カ

メラを一基、プラスして欲しいんです。坂道を下りて、上がっていく生徒と、

まっすぐ行く生徒。今は、この近鉄線のガードを超える物騒なところを目が

けて防犯カメラを設置していますけれども、もう一基、教育委員会の方でし

てもらえませんか。維持管理がものすごくいりますので、防犯カメラを設置

していただけたらと。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございます。 

         今日の案件１でお認めいただいた、香芝市の子どもたちにとって望ましい

教育環境、「すべての児童・生徒が安全に安心して」という環境を作ってい

くのに、少し不都合な側面がありますよ、だから個別具体にこういうことに

ついてお願いしますという、貴重なご意見だったかなと思います。 

         ただ、防犯カメラ、見守りカメラに対して、カメラを設置するということ

については、子どもの安全、安心の問題を保障するためですということでご

理解いただける側面もある一方で、子どものプライバシー確保とかというよ

うなこと。もしかすると、反対側のご意見もあろうかと思ったりもしますの

で、その辺りは少し、事務局、市として慎重に声を拾い上げながらご対応い

ただければと思います。 

          

教育部次長    通学路等の防犯カメラにつきましては、別で、すみません。この場ではな

くてですね、別の場で一緒にご検討をさせていただきたいと思います。 
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赤松会長     はい、甲斐委員。 

 

甲斐委員     カメラの話ですけれども、まず現状把握として、優先順位、人数が多いと

ころからということでございますけれども、今回予算が通ったという話を聞

きました。香芝中学校が多いのは分かるのですが、具体的にどこの学校に今、

何台つけようとしているのかと、廊下というお話がありましたけれども、そ

この説明が、まだ保護者にも何もなく、ＰＴＡの方にも何もないので、そこ

を少しだけ補足いただけたらと思います。お願いします。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部次長    下田小学校と二上小学校に設置の予定でございます。下田小学校には１６

台、二上小学校２３台です。 

 

教育部長     すみません。見守りカメラの方に話が及んで、基準から少し外れているな

ということで、事務局の方から少しこの見守りカメラのことについてのご説

明をさせていただきますけれども。安全、安心という意味で、これをつける

方向で事務局としては計画をしており、すべての学校に順次つけていきたい

ということでございます。プライバシーのことについても、議会でもご議論

ございましたけれども、決してこれは外に出るものでもございませんし、厳

重に管理するものでございますので、子どもたちをいわゆる監視というよう

なところでの利用は全く考えてございません。そのことも踏まえて、設置す

る前には、保護者の方にも、ご案内させていただきたいというふうに思いま

す。見守りカメラのことについては、是非ともこれくらいにしていただきた

いと。これからさせていただくことについてのことでございますので、いろ

いろとご意見いただいたことを参考に進めてまいりたいと考えてございます。

以上です。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 

𠮷村委員     一言だけいいですか。今の見守りカメラの設置に関しても、統廃合のこと

も一緒だと思うんです。教育委員会で決まったことを、現場に下ろす過程の

段階が非常に悪いというふうに思うんです。同じことだと思うんです。やる

意味はどこにあるんですか、と。見守りカメラの設置も全小・中学校に入れ

ますよと。ざっくりとはいいと思うんですが、その辺りを教育委員会がやり

ますよということではなしに、伝達手段というのを、しっかり心得て欲しい

です。今も、会長が知らないような状態で、勝手に話が進んでしまっている

ということもあると思うので、その辺りの周知を、今後この問題も踏まえた

中でしっかりしていただきたいなということで。決まったからやりますとい

う話ではなく、順番、筋を間違えずうまく進めていただきたいなという意見

です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         今、𠮷村委員からいただいたご意見を踏まえて、ぜひそのような形でお願

いをしたいと存じます。よろしいでしょうか。 

     そういたしましたら、案件２について、タイトルが「香芝市の適正規模・

適正配置の基準について」となっていますが、本日はその周辺的な、教職員

の定数の標準がどのような形で算出されますということ、それについても概

ね共通理解を得られたものかと思います。次回は、できるだけ可能な限り原

案としてお示しできればと思います。 

     はい、お願いします。 
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𠮷村委員     よろしいですか。今、この案件が何項目かありますよね。これは今後、意

識調査をされるアンケートに、繋がっていくのだと僕は思うんです。要する

に、そこも踏まえて、現状を報告していただいて、意識調査の資料としての

役割というものを果たすのではないかなと思うんですけれども、会長いかが

でしょうか。 

 

赤松会長     今、𠮷村委員の方から案件３に関わるご意見を頂戴しました。案件２につ

いての整理がまだ十分にできておりませんので、この段階でさせていただき

たいんですが、先ほどの途中からいきます。 

         適正規模に関わる基準を今日、具体に原案としてお示しするというのはま

だ早いであろうということで、周辺的なところ、教職員の標準定数というの

が、法制上の縛りもあって、どういうふうな形で算出されるのかということ

について、まず今回は共通に理解をしていただいた上で、香芝市としては、

今度は標準数ではなくて、適正規模、それを踏まえてどうするかというよう

なことについて、可能な限り具体的なご意見を頂戴できるように、原案とし

て何かしらの形で具体的なものを示させていただきたいなと思います。次回

に向けての課題は残りましたけれども、本日の案件２については、そのよう

な整理でいかがでございましょうか。 

 

各委員      （※異議なし。） 

 

  

案件（３）市民の意向の反映方法について 

 

赤松会長     はい。そういたしましたら、案件３については、申し訳ありません、時間

がかなり押してしまっていますが、「市民の意向の反映方法について」とタ

イトルをそのようにいただいております。前回、副会長の方からも、調査は

慎重にすべきであると。概ねそのようなご意見を頂戴しました。ごもっとも

な中身だと拝聴させていただいたわけですけれども。ただ、学術調査研究の

世界で行われる調査と、行政基礎調査というものの性格の違いは、我々も少

し押さえておく必要があるのかなと。その場合においても、仮に質問紙調査

法というような方法をとるとするならば、設問の設定の仕方であるとか、対

象に応じた適切な表現等、前回の委員会でご教示いただいたような手だては

当然のこととしてやっていかなくてはいけないと。ただ、前回の会議でも同

様の案件を諮らせていただきましたけれども、概ね市民の皆様方の意向をと

らえることが必要であろうというご意見が、多数を占めていたかなと思いま

す。事務局の方としても、香芝市民の皆様方のお考えの縮図を、教育行政に

携わる立場としてもやはり把握しておきたいというようなことがございまし

た。案件３について、具体的にどういう手法で、どういうところを対象にと

いうようなところの問題が残ります。ただ前回、気になっていたのが、「調

査」という表現を使ったとしても、その調査という表現のもとで、委員の皆

様方の中で、手法がそれぞれ、必ずしも共通ではないのではないかなという

思いを持ちました。調査をするなら、どのような方法で、どういう対象にと

いうようなことを、一定、案に示していただいておりますが、これについて

は、次回にまわさせていただくということでもよろしゅうございましょうか。 

     はい。お願いします。 

 

𠮷村委員     学校関係者以外の市民に調査をするというのは、無関心の方に知っていた

だくという部分ではいいかもしれませんが、無駄があると思います。アンケ

ートとか意識調査は、２つの役割があります。皆さんのご意見を聞かせてく
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ださいという部分と、こういうことを香芝市は考えて検討委員会が事業をや

っていますよという広報、この２つの役割があると思うんです。その辺りを

しっかりと踏まえて調査をやるということで考えれば、学校関係者を対象に

した方が。７８，０００人、そんな人数を対象に調査できるわけではないと

思います。これも一つの意見として、すみませんけれども。 

 

赤松会長     ありがとうございます。 

         はい、甲斐委員。お願いします。 

 

甲斐委員     具体的な議論に入る前に、前回の議論で、１４校の小中学校の学校運営協

議会で、まず現状を教育委員会の方から説明いただくという話だったんです

けれども、現状がよくわかってないので、状況の情報共有をお願いしていい

ですか。 

 

赤松会長     はい。私の把握というか、事前の打ち合わせの席上では、香芝市内の小中

学校に設置されている学校運営協議会、全て回って説明をさせていただくと

いうことが、まだできていないと。おそらく学校運営協議会は学期末ぐらい

に開催されるタイミングがあるかと思いますが、教育委員会の人的リソース

の限界もあります。限られた学校にしかまだ行けていないというようなこと

で、そこの状況のお話をお伺いするというのは、いかがなものかなと思って

いました。 

 

甲斐委員     純粋な情報共有として、今１４校のうち、何校ができていますかという質

問と、今後どれくらいの時間がかかりそうですかという質問です。 

 

赤松会長     はい。お願いします。 

 

教育部次長    はい。今、２校行かせていただきました。香芝中学校と、志都美小学校の

学校運営協議会に行かせていただいております。以上です。 

 

甲斐委員     今後どのくらいの時間がかかりそうかというのは、目処というのは分かり

ますでしょうか。例えば２、３ヶ月とかそのようなレベルでもいいんですけ

ども。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 

教育部次長    学期に一度のところもございまして、我々の都合もございます。来年度の

ことについては、いつ開催されるのかというのもすべて把握できてございま

せんので、できるだけ早い時期に行きたいとは思っています。１学期中には

何とか回れるかなというふうには考えてございます。 

 

甲斐委員     はい。ありがとうございます。 

         そこでもし何か説明内容とか資料とか、何か特記事項といいますか。何か

特別な話があった等ということがあれば、共有いただきたいんですけれども。

お願いいたします。その説明資料とか説明内容、どんなことをされたのか、

簡単でいいのでお願いしていいですか。 

 

赤松会長     お願いします。 

 

教育部長     基本的には今、望ましい学校環境検討委員会というのが設置されて、３回

の委員会が開催されている、と。１回目、２回目、３回目には、それぞれこ
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ういったようなことがなされていると。 

         私は香芝中学校に行かせてもらいましたけれども、ベースとなるのは、今

申し上げたような各３回の委員会の要旨を説明するというのが、メインのお

話でした。香芝中学校に行きましたので、この委員会の役割といったような

ものもあわせて、少し資料以外にも説明をさせていただいたというような経

緯でございます。 

         これから１学期を目処に、あと残り１２校を回る予定ですけれども、行く

タイミングによって、開催回数もおそらく変わってくるであろうと思います

ので、最新の情報をご説明するということであれば、内容も少しずつ変わっ

てしまう可能性も十分ございますが、そのことも踏まえて、またどういう進

度で、どういう内容をご説明したかについては、皆様方に共有させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

甲斐委員     はい。ありがとうござます。今回２校行かれたということなんで、また資

料等だけでも簡単でいいので、共有いただければ。我々検討委員会の方にも

質問が来てしまいますので、検討委員会のメンバーがそこに行けるといいん

ですけれども、学校運営協議会に行けなかった場合にも、一応こういうふう

にやっていますよという、簡単な説明が我々もできるようにしておきたいの

で、そこだけお願いいたします。 

         あと、これはもう一つ意見なんですが、基本方針に関する廃止の説明をい

ただきましたけれども、学校運営協議会でこの辺りの説明もあったのでしょ

うか。それも我々検討委員会は、結構質問されるんですけれども。いかがで

しょうか。 

 

赤松会長     いかがでしょうか。 

         𠮷村委員、お願いします。 

 

𠮷村委員     香芝中学校で説明を受けた立場として、先ほど説明があったように、１回、

２回、３回の検討委員会の中で、その意向を受けて、ゼロベースで検討委員

会を進めていきたいということは、過去の資料においては、一旦計画を発表

している部分に関しては、破棄しますというふうなことを口頭でお聞きしま

した。 

 

赤松会長     ありがとうございます。はい。どうぞ。 

 

甲斐委員     ありがとうございます。 

         できれば学校運営協議会だけじゃなくてですね、例えば、市のＰＴＡ協議

会とか、自治連合会の方で、基本方針が作成された時には説明があったので、

今回廃止になったということで、同じような形で説明の場を設けていただけ

ればというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。以上

です。 

 

赤松会長     適切な方法で情報の提供に努めていただきますようよろしくお願いを申し

上げます。 

         そういたしましたら、案件３に関わりましては、資料３とここに書かれて

いますが、これはさらに詰めていく必要がございますし、先ほど𠮷村委員か

らもございましたとおり、次回も引き続きご審議いただくことになりました

適正規模に関わる中身を、市民の皆様方に周知していただく機会にもなりま

すし、それに関するご意見も頂戴する機会にもなると。そういうことも視野

に入れた中身にしつらえようと思ったら、できなくもないということ、それ

も含めた議論で、次回またお願いをしたいというふうに思います。そんな取
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り運びでよろしいでしょうか。 

 

各委員      （※異議なし。） 

 

赤松会長     はい。そういたしましたら、本日の委員会の振り返りをさせていただきた

いと思います。 

         まず、案件１については、事務局に用意していただいた案の２番目で、最

後の文言に鍵括弧をつけていきましょうということでお認めいただきました。 

         次に案件２につきましては、次回、各委員の皆様方から具体的なご意見を

頂戴しやすい形で、可能な限り原案としてお示しできるような形のものを用

意をさせていただいて、それについてのご意見を頂戴できればと思います。 

         最後に案件３については、それとの関わりもありますので、それを含める

のか含めないのかということも合わせて、市民の方々の意向の調査をどうす

るのかという形でまた再び議論をしていただければと思います。 

 

案件（４）その他・連絡事項 

 

赤松会長     その他、として用意されていますが、連絡事項等はございますか。 

 

事務局・司会   事務局から連絡事項につきまして、まず１点目、議事録につきましては、

また仮の案の状態で、委員の皆様に内容をメールでお送りさせていただきま

すので、ご確認をいただきまして、修正した後に、署名委員のお二人に、紙

媒体で持参いたしますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 

         ２点目、次回、第５回の検討委員会は、現時点の予定では、令和７年５月

２３日（金）の午前１０時より開催を予定しておりますので、またどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

         事務局からは以上です。 

 

赤松会長     はい。ありがとうございました。 

         そういたしましたら、本日の委員会はこれにて閉会とさせていただきたい

と存じます。 

 

１２時２７分  閉会 

 

 


